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２－２．鳥取市 

No. ２ 鳥取市 

 

1. 取組の全体像 

１．自治体の概要 

① 自治体名 鳥取市 ② 担当部局名 
鳥取市総務部人権政策局 
中央人権福祉センター 

③ 人口 188,465（人） ＜令和 2年 10月/国勢調査＞ 

④ 
自治体内 

連携 

庁内連携部局 
総務部人権政策局（人権推進課）、福祉部（地域福祉課、長寿社会課、
中央包括支援センター） 

庁内連携内容 
※会議体、情報
共有 

・ 関係機関（市役所内の部署、社会福祉協議会等の関係団体）との連
絡調整（地域包括ケアシステム推進連絡会議） 

２．形成をめざす地方版連携 PFの姿 

① 

従前の 

取組 
※重層の取
組、外部
組織連
携、地域
コミュニ
ティ形成
等 

・ 平成 30年度に初めて地域福祉推進計画を作成、まず包括的支援体制の整備に取
り掛かり、その後、重層的支援体制整備事業に移行。 

・ 社会福祉法に基づく相談支援包括化推進会議にて、支援の検討をするとともに支
援を実施。 

 以前から取り組んでいたこと 

調査 ・ 生活困窮支援の個別のケース相談データを記録（平成 27年度～） 

構想・方針 
・ 地域福祉推進計画（平成 30年度～）重層的支援体制整備事業（令
和３年度試行、令和４年度～実施） 

体制 
・ 相談支援包括化推進会議（令和３年度試行、令和４年度～実施） 
・ 地域包括ケアシステム推進連絡会議（令和３年度 キックオフ） 
→地域共生社会推進会議（令和４年度 キックオフ） 

実施 ・ 住民への支援の検討、実施 

評価・検証等 
・ 過去の個別のケース相談のデータから、孤立している事例などの分
析を検討 

② 

実現したい

状態 
※構築する
仕組み/支
援対象の
住民を取り
巻く環境 

つながる：困難を抱えている人が声を上げやすい地域にする。 
つなぐ  ：孤独に陥りそうな方に、関わらないようにするのではなく、地域全体で心配・

気配りができるような地域にする。 
場づくり：行政の制度で支援が及ばぬ住民等に対する個別支援事例の積み上げにより、

地域における孤独・孤立の問題の解決の仕組化を目指す。（社会資源の開発） 

３．地方版連携 PFにおける連携体制 

① 
連携先 

支援団体名 

・ NPO法人、協同組合、社会福祉法人、医療関係組織 

・ 地域食堂ネットワーク（郵便局、銀行、IT企業）、人権教育協議会 

選出・打診時の
工夫 

・ 孤独・孤立に関する住民接点
を持つ団体を選出 

協議体 
（既設/新設） 

新設 

② 
支援団体と

の連携内容 

・ 各団体、企業の住民接点ごとに把握している住民のお困りごと・ニーズを共有する
とともに、強みを共有する。 

・ 必要な支援を検討する場として活用、支援会議（相談支援包括化推進会議）に対し
ても提案を行う。 

４．PF連携による価値や工夫＿考え方 

・ 官民連携により行政が把握できていない（社会に内在する）孤独・孤立の問題の認識を把握する。 

・ 制度が準備されていない課題に対して民間の力を借りて対応する。 

・ そのために、各団体、企業の住民接点ごとのお困りごと・ニーズを把握するとともに、強みを活かす。 

・ つながりサポーターにより住民にアウトリーチをおこなう。 
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2. 連携 PF イメージ 

５．連携プラットフォームのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連携プラットフォームの内容説明） 

鳥取市における連携プラットフォームは、大きく３つの構成要素からなる。 
１つ目は、NPO、企業・団体、協同組合、社会福祉協議会、医療関係団体等で構成される官民連携プラットフォームである。連携ＰF では各参画団体の住民接点を通じて

把握している住民の困りごとの共有や各団体の強みやリソースの共有を行う。 
２つ目は、社会福祉法等の規定に基づく相談支援包括化推進会議である。支援会議は、基本的に個別のケース対応などを行う。支援会議には、支援の検討に当たって

必要な者を行政の判断で参画させることができ、また、参画者には法に基づき守秘義務が課されるためＰＦの安全性の担保につながっている。 
３つ目は、住民主体の取組である「つながりサポーター」である。つながりサポーターは、地域で孤独・孤立に陥りそうな住民の情報を行政等の支援機関につなぐ役割を

果たしている。特徴として、住民に最も近い立場で住民との接点を持ち、住民の困りごとを自分事化して、地域での住民主体の孤独・孤立の問題把握し、解決の素地の形
成につなげる点が挙げられる。また、それぞれの間での連携も期待されており、支援会議から PFに対して支援に必要なノウハウやリソースの提供を要請し、PFの参画団
体から提供してもらう、つながりサポーターからＰＦに対して地域課題や・ニーズを伝達して、支援制度のない分野を PFの民間の力を借りて支援するといった取組も期待
されている。
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3. 試行的事業一覧 

６．本年度に取り組む試行的事業の概要 

試行的事業の 

ポイント・工夫 

・ 地域住民、民間事業者発意の取組が生まれる地域づくりに向けて、（社会に内在す
る）孤独・孤立の問題の住民への認知拡大及び連携 PF参画メンバーへの意識の向
上を図る 

 事業名称 事業内容 目的/期待効果・KPI 実施時期 発注先 

① 
住民向けシ

ンポジウム 

・ 広く住民向けと、PFの各団体・企業
のメンバーに向けて、（社会に内在す
る）孤独・孤立の問題の認識向上、及
び各団体企業がどのように孤独・孤
立の問題に関わるかの理解促進を図
るためのシンポジウムを実施。 

・ 孤独・孤立の現場の話と行政としての
取組の説明の大きく２つで構成。 

・ シンポジウムのプログラムは、①市長
の挨拶・講演、②（一社）生活困窮者自
立支援全国ネットワーク奥田代表理
事の講演、③村木参与の講演、④パネ
ルディスカッション。 

・ 参加者にアンケートなど何らかの住
民のフィードバックをもらった。各地
区の地域包括ケアシステム推進連絡
会にて内容を報告した。 

・ 住民や PFへの参加
メンバーに孤独・孤立
の問題を認識しても
らう。その上で、イベ
ントをメディアで周知
することで、住民に孤
独・孤立の問題の認識
を持ってもらう。 

・ 認識が浸透すること
で、地域住民、民間事
業者、関係支援団体
（社会福祉協議会、地
域食堂等）発意の取組
が生まれる素地がで
きる。 

✓ 2/13 シン
ポジウム 

・ 12月：イベン

ト設計 

・ 1月：イベント

周知 

・ 2月 13日：イ

ベント実施 

・ 2月：アンケー

ト集計・分析） 

m＆ｍ 
co 

成果
検証
結果 

➢ シンポジウムの参加者数：約 300名 

➢ 孤独・孤立の問題の住民認識・理解状況（満
足 88％／興味がわいた 72％） 

➢ 地区の人権教育推進協議会から依頼を受
け、人権講演会にて講演 

② 

つながりサ

ポーター養

成研修 

・ 孤独・孤立の住民の見守りを行うサ
ポーターである「つながりサポータ
ー」の養成に当たって、研修を実施。 

・ 研修内容を撮影し、サポーターへの加
入を促すための PR動画を作成（動画
自体の全体構成は、①社会な孤独・孤立に

関する状況、②孤独・孤立に関する政府の
動き、③孤独・孤立に関する鳥取市の取
組、④シンポジウムの紹介）。 

・ 市販のテキストを購入してサポーター
に配布（サポーター研修の講師である
奥田代表と原田先生の著書）。 

・ 研修受講者には、サポーターの自覚
を促すとともに、地域でのサポーター
の認知を促すための、バッジとサポー
ター研修修了証を作成、研修会後に
各サポーターに配布。 

・ 各地区の地域包括ケアシステム推進
連絡会にて内容を報告。 

・ 共通の知識インプット
により孤独・孤立に関
する「つながりサポー
ター」の理解、意識向
上を図る。また、修了
証により、意識向上を
図る。 

・ サポーター研修の様
子等を撮影し、活動内
容や孤独・孤立に関す
る PR動画を作成す
ることにより、サポー
ターの裾野を広げる。 

✓ 12/4：研修
会を実施 

・ 12/4：イベン

ト実施 

・ 12月：振り返

り 

m＆ｍ 
co 

成果
検証
結果 

➢ つながりサポーターの数：50名（養成研修
参加者数） 

➢ 研修動画の活用回数、視聴者数：約 300
名（シンポジウムでの視聴者数） 

７．次年度以降に向けた事業等の案 ※PDCAサイクルに照らして次年度以降に取り組んでいく事業イメージ

（あれば）を列挙 

・ つながりサポーター養成研修後、一定期間経過後に更新研修を実施、サポーターの活動をフォローアップ
する。 

・ 新規のつながりサポーター養成研修を実施する。 

・ シンポジウムでの住民の反応・フィードバックをもとに、（社会に内在する）孤独・孤立の問題の認知拡大・
意識向上施策を検討する。（令和 5年度も予算確保に向け調整中） 

・ 令和 5.2 人権条例改正(「事業者の役割」を追加) → 令和 5年度 人権施策基本方針改定(「孤独・孤立
問題と」を追加)。 

８．孤独・孤立対策を公表した際の反響 

・ 「つながりサポーター」に関する報道（NHK（鳥取放送局、広島放送局、中国５県放送）／読売新聞、日本海
新聞／いなばぴょんぴょんネット（CATV））がなされた。 

・ サポーター研修やシンポジウムでアンケートを実施し、住民からフィードバックを得た。   
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４. 連携ＰＦの行程および実務上の留意点 

（ア）初期段階 

① 主担当部署の設定 

■これまで、生活困窮者支援、重層的支援体制整備事業に係る対応を行ってき
た総務部人権政策局中央人権福祉センターが担当 

・ 住民が相談し易く、役所の制約にとらわれずに柔軟に対応する観点から、市
役所の外に窓口である中央人権福祉センター（人権センター）が設置された。 

・ 被支援側としても市役所ではなく、外部にある支援センターは訪れ易い。ま
た、孤独・孤立とは関連しない様々な研修会も人権センターで実施しており、
一般の方々にも支援の取組を知ってもらうきっかけになっている。 

・ このように、市役所・本庁舎とは異なる庁舎において独自に住民と向き合う
体制が構築されている。 

・ 相談窓口機能や各種支援機能を社会福祉法人等の外部の団体に委託するよ
りも、人権センターに機能集約し、行政が自ら運営した方が財政的にも低コ
ストに抑えることができたとみなされている。 

② 地域の現状把握 

■孤独・孤立を抱えている人が自ら相談にくるケースは全体の３割ほど 

・ 孤独・孤立を抱えている人が自ら相談にくるケースは全体の３割ほどで、ほ
とんどのケースでは周りの人の力を借りて接点を作っていることが把握さ
れた。 

・ この結果を、市では当初、「当事者からの直接の相談を受けられていない」
という問題認識として捉えられていたが、その後、逆に「地域社会がまだ活
きている証左」とみるべきだと認識されるようになった。 

■孤独・孤立を抱える住民が、誰かとつながっている状況をあらかじめつくって
おく必要があるという問題意識から検討を開始 

・ 令和 3年に県内のある市町村で、50代の男性が 80代の父親の死体を遺
棄する事件が発生した。行政とのつながりは多少あったが、事前の支援をで
きなかったことが行政として後悔された。事件後に、周辺の人の話を聴取す
る中で、当該家庭がどのような状況にあったのかが分かり、あらためて地域
住民と行政との連携が必要だと認識されるようになった。 

③ 
連携 PFの 

運営形態の検討 

■「地域共生社会の実現に向けては、包括的な支援を実現するために多機関で
の連携が必要 

・ 総合的な窓口を設置しても、結局は、いずれかの支援機関につなぎ、対応を
委ねることとなる。そのため、窓口の設置ではなく、既存の支援機関による
多機関連携こそが重要視されるようになった。 
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（イ）準備段階 

① 

連携 PF

の企画・設

計 

運営 

方針 

■支援制度のない分野を民間の力を借りて支援する（社会資源の開発）観点か
ら、住民接点を持つ団体・企業の情報共有・施策検討の場を設ける 

・ 制度が準備されていない課題に対して、団体や企業の力を借りつつ対応す
ることが考えられている。 

・ そのための仕組みとして、「相談支援包括化推進会議（以下、「支援会議」）」
によって個別のケース支援が団体・企業を巻き込みつつ実施されている。加
えて、住民主体の取組である「つながりサポーター」により、孤独・孤立に係
る住民情報を把握し、支援会議や連携 PFにつなぐことが期待されている。 

■住民が誰かとつながっている地域社会をあらかじめ住民主体でつくっておく
ため、住民情報を行政等につなぐ「つながりサポーター」を創設 

・ 住民と行政等をつなぐ「つながりサポーター」のポイントは、取組のハードル
を下げることと、あくまでも無償で、意思のある方に参画を促すことであ
る。 

・ 元々、住民と行政をつなぐ仕組みとして、民生委員、社会福祉協議会、とな
り組福祉員、愛の訪問協力員等、高齢者を中心に支援する仕組みがあった
が、既存の仕組みは動かなくなってきている。持ち回りで役を与えられてい
て、実質的には機能していないことも多い。民生委員など既存の業務で負
荷が高い状態であり、これ以上負荷をかけられないという状況にあること
等が考慮された。 

・ 「つながりサポーター」を有償とすべきかどうかの議論も過去になされた
が、有償にすると責任が発生するために、ハードルが上がり、なり手が増え
にくい。実際のケースでも、単に近所付き合いとして、行政等に情報をつな
いでいるケースがあった。単に一住民だとなかなか行政等に連絡するとこ
ろまでいかないが、「つながりサポ―ター」という役割があれば、具体的な行
動に結びつくものと考えられた。 

主要 

機能・

施策 

■団体、民間企業間での住民のお困りごと・ニーズの共有、各団体の強み、リソ
ースの共有を行う 

・ 支援会議と PFとの連携により、PFから支援に必要なノウハウ・リソースが
提供される。この支援会議のスキームによって、支援に係る情報共有の安全
性が担保されることとなっている。 

② 

連携 PF 

参加者の 

検討 

庁内 

■これまで、生活困窮者支援、重層的支援体制整備事業に係る対応を行ってき
たなかで、既に連携を進めてきた部局との連携から開始 

・ 行政内部の連携という観点で、庁内の各部局間横断の会議体である政策推
進会議の中で、まずは庁内が横断的につながっていく必要がある、という問
題提起を福祉部局からも発せられ、孤独・孤立に関連して既往施策を行う部
局相互の連携から進められた。 

外部 

団体 

■これまでに生活困窮者支援の取組で関わってきた団体を中心に、PF参加団
体を選定。民間企業・団体との接点を広げるに当たって、地域食堂がハブとな
って機能した 

・ 民間企業・団体との接点を広げるに当たっては、地域食堂がハブとして機能
し、連携 PF形成に向けても、地域食堂での活動がコアとなった。地域食堂
の支援に関心がある企業が多かったことが、PFでの連携につながった。 

・ 地域食堂のオーナーや支援者、他機関協働の枠組みで関わっている人達と
の連携を起点として関係者のネットワークが広げられた。 

・ PFの団体を選定・相談をする際に、各支援団体にどんな役割・機能を担っ
てもらうのかを最初に考える必要があることが認識された。 
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（ウ）設立段階 

① 
連携 PF内での 

連携・協業 

■連携 PFの参加団体間で、今後、まずはお互いの取組や強みを共有する。ま
た、民間のリソースを借りることで、行政の支援の選択肢を増やす 

・ 連携 PFの参加団体は、「行政が何をしてくれるのか」といったスタンスの人
達ではなく、対等な立場で一緒に考え、取り組む人達であり、まずは今後、
お互いの取組や強みを共有することから着手された。また、民間のリソース
を借りることで、行政の支援の選択肢を増やすことが意識された。 

② 
域内住民・関係団体

への情報発信 

■「つながりサポーター」の研修を定期的に実施することで、単に行政から情報
を届けるのではなく、住民間での（社会に内在する）孤独・孤立の問題の認識・
理解向上につなげる 

・ 連携 PF参加団体・企業を含む住民向けにシンポジウムが実施された。今後
も同様の機会を設け、住民の認識・理解向上につなげることが検討されて
いる。 

・ シンポジウムの開催や、「つながりサポーター」について新聞報道等でも大
きく取り上げられたこと、市報で孤独・孤立対策の特集を組んだこと、など
により、（社会に内在する）孤独・孤立の問題や関連する取組が多くの市民に
認知されることとなった。 

③ 
優先的に取り組む

課題・今後の方針 

■まずは各団体がお互いの取組を知る必要がある 

・ 今後、連携ＰＦに参画する団体・企業において、お互いの取組や強みを共有
され、また、民間のリソースを借りることで、行政の支援の選択肢を増やす
ことが意識されている。当面の予定としては、まずは講師を招いて、参画団
体のメンバーでの勉強会開催が予定されている。 

・ 連携 PF拡大に向けた今後の見込みとして、現状の PFの参加団体経由で
孤独・孤立に関心の高い団体・事業者を紹介してもらうことが検討されてい
る。行政機関は、横の連携ができつつあり、今後は、民間企業・団体や専門
職間の縦割りの打破に取り組むことが検討されている。 

・ これまで実施してきた、生活困窮の相談支援員、社会福祉協議会の生活支
援コーディネーター、認知症地域支援推進員といった異業種間での定期的
なケース検討は継続して実施される予定である。 

・ 「つながりサポーター」を郵便局など事業者に依頼する場合は、サポーター
の仕事が業務の一環であるという取り扱いにできれば郵便職員をも機能す
る見込みがなされている。また、ある程度、サポーターの人数が増えたら、
中学校区単位などで情報共有をできるようにしていく必要があるものと認
識されている。 

・ サポーター研修の実施方法としては、研修動画の作成や、カリキュラム化等
が検討されている。また、民生委員の研修や、各事業所内での研修なども検
討されている。 

・ 鳥取市と行政の連携を実施している県内の周辺の４町と、兵庫県の２町（香
美町と新温泉町）で連携して、「つながりサポーター」の取組を拡大すること
が視野にいれられている。 

・ 「つながりサポーター」の担う機能については、サポーターの活動状況を踏
まえつつ、他のサポーターにも取組を共有し、人によっては見守りや顔の見
える関係以上の取組にもつなげてもらうことも考えられている。 

・ 職員や市・社会福祉協議会の人も含め、「つながりサポーター」のスキルやマ
インドセットは誰が担ってもよいものと考えられている。市・社会福祉協議
会は、従前から高齢者の見守り業務を行っているため、そうした人にも拡大
していくことが重要と考えられている。 
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コラム ～地域の支援団体から見た孤独・孤立対策と連携 PFの重要性～ 

社会福祉法人地域でくらす会 「いくのさん家」 

 

 平成８年から、家族の会鳥取県支部の事業部として活動を開始（任意団体として）。当初は、宅老所と
して認知症の人を対象に日中デイサービスを行っていた。 

 米子市と鳥取市で支援を開始し、平成 11 年に、家族の会の事業部から社会福祉法人を立ち上げ、現
在米子市、鳥取市、倉吉市にて活動。鳥取市の拠点を「いくのさん家」と呼んでおり、主に小規模多機
能型居宅介護の事業を運営している。 

 鳥取市に５拠点、事業が６つある。倉吉市では、移動支援と訪問介護を実施、米子市では高齢者のデイ
サービス、障害者の訪問介護、自立生活支援センターの事業をしている。 

💡支援が必要な状態となってしまう前に、社会とつながっている関係の構築が重要 

・ 宅老所の支援では、他の施設では受け入れてもらえないような中重度の方の支援がメインだったこと
もあり、重度になって意思表示ができなくなってしまう状態になる前に、住み慣れた地域とつながっ
ていける社会をつくりたい、という想いが強くなった。 

・ つながりをつくっていくための工夫として、それまでの個々の人とのつながりを持続させる自立的な
支援を意識している。要支援者は、救急車で運ばれる等の出来事で初めて孤独・孤立に陥っているこ
とが顕在化するが、何年も社会との関係が途切れてしまった状況では、社会との関係をつなぎなおす
ことは難しい。 

・ 地域住民の高齢化が進んでおり、利用者になってから支援体制を築くようだと、支援する側のマンパ

ワーの問題もあり、支援が追い付かない。 

💡団体間の連携においては、現場レベルでつながることが重要 

・ 連携 PFの参加団体が、孤独・孤立対策を我がこととして捉えるためには、現場レベルでつながること
が重要。例えば、銀行の場合、ある支店で困っている住民を見つけたときに、その人の対応をしたらお
しまい、ではなく他の機関につなぐ、あるいはその人へのあるべき対応を検討する、といったことがで
きる社会にしていく必要がある。顧客の状況に合わせて対応を考えるいわばコーディネーター役を置
いて対応していくような体制づくりが必要なのではないか。 

・ 行政の取組としては、連携 PF参加団体にまずは「つながりサポーター」になってもらうことが重要。
その上で、具体的なケース、事例を通して考えるということが重要。各参加団体の担当向けに「おでか
けつながりサポーター養成講座」など実施してみるといったことも有効かもしれない。 

💡住民との最初の関係づくりに当たる人の数を増やすこと、困っている住民に気付いた時に誰かにつな

ぐなどの１ステップが実行できる状態にすること、今見つかっていない要支援者を見つける仕組みづく

りが重要。 

・ 今現在見つかっていない要支援者をどう見つけるかがポイント。地域住民の中で困っている人に気づ
いた際に、そこで思考が止まり、次のステップがない。孤立・孤独にある人への最初の関係づくりをす
る人の人数も絶対的に足りないので、今後「つながりサポーター」がそれを担っていけるかが重要。 

・ 「つながりサポーター」の活動がルーティン化しないよう見直しをしたり、内部で話し合いの場を設け
る仕組みをつくったりする必要もあるかもしれない。また地域レベルで地域課題を考えることのでき
る拠点づくりが必要。 

・ 専門職や支援団体も含めて、個別の問題に関わっていけるかが重要となる。 

 

 

 

 

連携 PFは鳥取市にとってこれまでにない画期的

な取組です。私たちが普段利用者として関わらせて

いただいている高齢者だけでなく、その家族の抱え

る課題や周囲の人々の困り感をしっかりとくみ取

り、PFの皆さんらと一緒に少しずつでも解決して

いけたらと期待しています。 

 

社会福祉法人地域でくらす会 「いくのさん家」  

代表 竹本 匡吾 
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5.自治体等との打合せ記録一覧  

No. 日時 打合せ相手団体 
出席者 

打合せ相手 NRI 

1 
10/4（火） 

15:30-17:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様 
生駒、石垣 

鳥取市役所 福祉部 地域福祉課 岸本様 

２ 
10/20（木） 

16:30-18:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様 宮澤、生駒、石垣 

３ 
11/2（水） 

15:00-17:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様 宮澤、石垣 

４ 
11/17（木） 

17:00-18:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様 宮澤、石垣 

５ 
11/30（水） 

15:00-17:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、吉井
様、角野様 

宮澤、石垣 

６ 
12/13（火）16:30-

17:45 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様 宮澤、石垣 

7 
12/20（火）15:00-

17:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、吉井
様、角野様 

宮澤、石垣 

8 
1/26（木）15:00-

16:30 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、吉井
様、角野様 

宮澤、石垣 

9 
2/2（木） 

10:30-12:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、吉井
様、角野様 

宮澤、生駒、石垣 

10 
2/2（木） 

15:30-16:30 

社会福祉法人 
地域でくらす会「いくのさん家」 

竹本様 宮澤、生駒、石垣 

11 
2/20（月） 

15:30-17:00 

鳥取県 福祉保健部 
ささえあい福祉局 福祉保健課 

八本様、中村様 

宮澤、石垣 
鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、角野
様 

12 
3/14（火） 

11:30-12:00 

鳥取市役所 人権推進課 
鳥取市中央人権福祉センター 

川口様、川上様、吉井
様、角野様 

宮澤、石垣 
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【自治体による従前からの取組】 

 

◼ 地域（こども）食堂 

（取組概要） 

地域食堂は、子どもを中心にしながら地域住民が安全・安心して過ごせる居場所を提供する取組。 

「こども食堂」を核としつつ、生活困窮者や高齢者、障がい者など様々な立場の「地域食堂」が継続的・安定的に

運営を行うため、「食堂」を支援する団体とも連携し、互いに支え合う仕組みを構築し、もって地域共生社会をめ

ざす取組。 

地域食堂ネットワークは、地域食堂（こども食堂）運営団体１８団体、支援団体・企業３０団体、行政で構成され

る。支援団体・企業は、食材や寄付金の提供等、地域食堂が安定して運営できる支援を行っている。行政は、地域

食堂について地域住民に啓発及び利用者の困りごと解決に向けて取り組むこととされている。 

 

図表 こども食堂 「鳥取市モデル」                 図表 「こども食堂」から「だれでも食堂」へ 

 

図表 鳥取市としてのかかわり 
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図表 地域共生社会をめざす こども食堂を核とした「地域食堂」ネットワーク  

 

 

 

 

 

 

図表 「地域食堂」ネットワークの取組の効果・成果 
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◼ 鳥取県市町村包括的福祉支援体制整備推進事業 

（取組概要） 

 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括支援事業において包括的に相談を受け止める。 

受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例については多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関

係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。なお、自ら支援につなが

ることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関係性の構築に向けて支

援をする。 

 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、

本人のニーズと地域資源の間を調整する。 

 このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域におけ

る社会的孤立の発生・深刻化の防止を目指す。 

なお、「つながりサポーター」は、社会的に孤立し困難を抱えた住民の情報を、相談支援包括化推進員を通じて

行政につなぐ役割を果たす。 

 

図表 重層的支援体制整備事業 
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◼ 鳥取市地域福祉推進計画 

（取組概要） 

少子高齢化、小世帯化や一人暮らし高齢者の増加など家族形態を取り巻く環境の変化に伴い、地域における

助け合う力が徐々に弱まりつつあることや、複合的な福祉問題を抱えた世帯、制度の狭間にあって既存の福祉

サービス等を受けられない世帯の問題など新たな福祉課題が生じていることを踏まえて、そうした課題を解決

するため、サービスの受け手と支え手という関係を超えて、誰もが住み慣れた地域で自分の能力を発揮しながら

自分らしく暮らせる「地域共生社会の実現」が求められている。 

鳥取市地域福祉推進計画（鳥取市地域福祉計画・鳥取市地域福祉活動計画）では、住民の誰もが、みんなで支

え合い、いつまでもいきいきと自分らしく暮らしつづけることができるよう、これまでの地域福祉の取組におけ

る現状や課題の整理を踏まえ、社会情勢の変化や市民ニーズに対応し、自分らしく暮らすことができる福祉のま

ちづくりを住民、事業者、社会福祉協議会、行政が連携し、協働しながら推進する取組が示されている。 

 

図表 鳥取市地域福祉推進計画における重点取組 
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◼ 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例の一部改正(案)  

（取組概要） 

鳥取市は、昭和62年に「人権尊重都市宣言」を行い、憲法における基本的人権の尊重を市民全体の目標とし、

１人ひとりのたゆまぬ努力と叡智によって、その実現をめざすことをまちづくりの目標に掲げている。 

平成 23 年に「鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例」を施行し、鳥取市に暮らし、働き、学び及び集う

全ての人の人権が尊重される社会の実現を図ることを目的に、「鳥取市人権施策基本方針」に様々な人権課題を

掲げ、市民と協働して取組を進めている。 

条例の施行から 10 年以上が経過し、現在、社会情勢の変化や価値観が多様化するなか、性のあり方や新型コ

ロナウイルス感染症に関する偏見など、新たな課題が発生している。 

また、企業活動のグローバル化が進み、企業の社会的責任や SDGs への取組など社会的要請が高まっている。

令和 2 年に国は、「ビジネスと人権」に関する行動計画を策定し、企業が人権尊重の責任を果たすように普及啓

発を進めている。同時に、人権や労働者施策に関する法改正により、職場のハラスメント防止対策や仕事と育児

の両立など、働きやすい職場づくりが推進されている。営業活動を行う事業者は、障がい者が利用しやすい配慮

や取扱が義務化されるなど、事業活動における人権尊重の取組が一層求められている。 

こうした状況を踏まえ、令和４年度「鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会」で、条例の見直しを検討

した。 

図表 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例の一部改正(案)一部抜粋  
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【本業務にて実施した試行的事業の詳細】 

 

◼ つながりサポーター養成研修 

（目的） 

深刻化する「社会的孤立」に対応するため、支援の第一歩としてまずは地域の住民同士で「つながる」ことが重

要となることから、地域住民との顔の見える関係づくりや見守り活動といったつながりづくりを行うサポーター

の養成を行う。 

 

（実施内容） 

・ 孤独・孤立に関する有識者・専門家による講義 

・ 孤独・孤立ケースに関するグループワーク 

・ 孤独・孤立に関する研修教材としての書籍の配布 

・ サポーターへの参加を促す PR動画の撮影 

・ サポーターへ認定された方への修了証とバッジの配布 

 

（実施結果） 

・ つながりサポーターの数：50名（養成研修参加者数） 

・ 研修動画の視聴者数：約 300名（シンポジウムでの視聴者数） 

 

図表 サポーター養成研修の案内              図表 サポーターの PR動画や終了証等 
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◼ 住民向けシンポジウム 

（目的） 

深刻化する（社会に内在する）孤独・孤立の問題に関して、住民及び PFの各団体・企業のメンバーに対して、孤

独・孤立の問題の認識向上、及び各団体企業がどのように孤独・孤立の問題に関わるかについて理解促進を図

るためのシンポジウムを実施。 

 

（実施内容） 

・ シンポジウムでの孤独・孤立に関する有識者による講演、市長による市の取組の説明及び登壇者によるパ

ネルディスカッション 

・ 「つながりサポーター」への参加を促す PR動画の上映・紹介 

・ 新聞等のマスコミを通じたシンポジウムに関する情報発信 

・ 参加者の孤独・孤立の問題への認知状況等を調査するためのアンケートの実施 

 

（実施結果） 

・ シンポジウムの参加者数：約 300名 

・ アンケート結果：孤独・孤立の問題の住民認識・理解状況（満足 88％／興味がわいた 72％） 

・ 日本海新聞等のマスコミへの記事の掲載 

 

図表 シンポジウム宣伝用チラシ 
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図表 シンポジウム出演者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 シンポジウムプログラム及び当日の様子 
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